
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

告

示

】

○

特

定

施

設

の

設

置

許

可

申

請

環

境

管

理

課

○

河

川

敷

地

の

公

用

廃

止

河

川

課

○

道

路

の

区

域

変

更

道

路

整

備

課

○

道

路

の

供

用

開

始

〃

【

公

告

】

○

落

札

者

等

の

決

定

デ

ジ

タ

ル

推

進

課

○

土

地

改

良

区

の

定

款

変

更

の

認

可

耕

地

課

○

林

業

種

苗

法

に

基

づ

く

生

産

事

業

者

の

登

録

の

治

山

課

失

効

○

公

共

測

量

の

実

施

監

理

課

○

〃

〃

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

の

完

了

岡

山

県

公

報
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◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
六
十
七
号

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
申
請
の
あ
っ
た
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
申
請
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
特
定
施
設
を
設
置
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調
査
の
結
果
に
基
づ

く
事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
八
月
三
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

１
申
請
の
概
要

申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ

て
は
そ
の
代
表
者
の
氏
名

(
1
)

っ

名
称

北
興
化
学
工
業
株
式
会
社

住
所

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
本
町
一
丁
目
５
番
４
号

氏
名

代
表
取
締
役
社
長

佐
野

健
一

工
場
又
は
事
業
場
の
名
称
及
び
所
在
地

(
2
)名

称
北
興
化
学
工
業
株
式
会
社
岡
山
工
場

所
在
地

岡
山
県
玉
野
市
胸
上

番
地

4
0
2
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(3) 特定施設に関する事項

区 分 新 設 廃 止 廃 止

49
46－イ 農薬製造業の用に供す 49
有機化学工業製品製造種 類 る混合施設（Ｄ－10、 農薬製造業の用に供す
業の用に供する水洗施

Ｄ－11、Ｄ－13、Ｄ－ る混合施設（Ｄ－16）設（Ｒ－９－10）
15）

能 力 30ｔ／日 同左4.8㎥／回
1.3～1.5回／日

工 事 着 手 予 定 年 月 日 令和４年10月18日 同左 同左

工 事 完 成 予 定 年 月 日 工事着手後１週間 － 同左

使 用 開 始 予 定 年 月 日 工事完成後直ちに － 同左

使用時間間隔及び１日当たりの使用時間並
びにその使用に季節的変動がある場合はそ 連続24時間 同左 同左
の概要

使用時において 区 分 通 常 最 大 通 常 最 大 通 常 最 大
当該特定施設か
ら排出される汚 水 量（㎥／日） 4.1 24 0.6 3.6 0.7 3.8
水等の汚染状態
の通常の値及び ｐ Ｈ 0.5～13.5 6.5～7.5
最大の値並びに
当該汚水等の通 ＣＯＤ（㎎／Ｌ） 157 213 157 213
常の量及び最大
の量 Ｓ Ｓ（㎎／Ｌ） 45 50 33 57

同左
油 分（㎎／Ｌ） 32 41 32 41

Ｔ－Ｎ（㎎／Ｌ） 19 38 19 38

Ｔ－Ｐ（㎎／Ｌ） 6 10 6 10

備考 種類は、水質汚濁防止法施行令（昭和46年政令第188号）別表第１の号番号及び名称とする。
(4) 汚水等の処理施設に関する事項

変更なし
(5) 排水口に関する事項

変更なし

２ 縦覧の期間及び場所
(1) 期 間 令和４年８月30日から同年９月20日まで
(2) 場 所 岡山県環境文化部環境管理課及び玉野市役所
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◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
六
十
八
号

河
川
工
事
の
施
行
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
の
で
、
河
川
法
施
行
令
（
昭
和
四

十
年
政
令
第
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
河
川
課
及
び
岡
山
県
備
中
県
民
局
建
設
部
井
笠
地
域
管
理
課
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
八
月
三
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

河
川
の
名
称

二
級
河
川
里
見
川
水
系
堅
川

二

廃
川
敷
地
等
が
生
じ
た
年
月
日

令
和
四
年
八
月
三
十
日

三

廃
川
敷
地
等
の
位
置

浅
口
市
鴨
方
町
六
条
院
東
字
鍋
田
地
内

四

廃
川
敷
地
等
の
種
類
及
び
数
量

廃
川
敷
地
五
十
平
方
メ
ー
ト
ル
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◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
六
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

令
和
四
年
八
月
三
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

余
野
上
久
米
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

津
山
市
宮
部
下
字
深
山
田
六
五
二
番
六
地
先
か

新

四
〇
・
〇

ら

一
二
・
三
～

津
山
市
宮
部
下
字
深
山
田
六
四
一
番
五
地
先
ま

一
七
・
二

で津
山
市
宮
部
下
字
深
山
田
六
五
二
番
六
地
先
か

旧

四
〇
・
〇

ら

四
・
三
～

津
山
市
宮
部
下
字
深
山
田
六
四
一
番
五
地
先
ま

一
四
・
〇

で
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◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
七
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
供
用
を

次
の
と
お
り
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

令
和
四
年
八
月
三
十
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

道
路
の

供

用

開

始

路

線

名

区

間

種

類

年

月

日

県
道

余
野
上
久
米

津
山
市
宮
部
下
字
深
山
田
六
五
二
番
六
地
先
か
ら

令
和
四
年
八

線

津
山
市
宮
部
下
字
深
山
田
六
四
一
番
五
地
先
ま
で

月
三
十
日
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〔
四
三
二
〕
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七

年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
に
基
づ
き
、
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
を
決
定
し

た
。 

 
 

令
和
四
年
八
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

調
達
件
名
及
び
数
量 

 
 

西
庁
舎
長
寿
命
化
改
修
工
事
等
に
伴
う
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
整
備
業
務 

一
式 

二 

契
約
期
間 

 
 

契
約
締
結
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

三 

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
等
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

岡
山
県
総
務
部
デ
ジ
タ
ル
推
進
課 

 
 

岡
山
市
北
区
内
山
下
二
丁
目
四
番
六
号 

四 

落
札
者
を
決
定
し
た
日 

 
 

令
和
四
年
八
月
十
八
日 

五 

落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所 

 
 

株
式
会
社
オ
ー
ビ
ス 

 
 

岡
山
市
北
区
大
内
田
六
七
五 

六 

落
札
金
額 

 
 

三
九
、
四
三
五
、
〇
〇
〇
円
（
う
ち
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
の
額
三
、
五
八
五
、
〇
〇
〇
円
） 

七 

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続 

 
 

一
般
競
争
入
札 

八 

入
札
公
告
日 

 
 

令
和
四
年
七
月
一
日 
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〔
四
三
三
〕
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。                                  

 

令
和
四
年
八
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

土
地
改
良
区
の
名
称                                                         

 

  
 

入
真
加
部
土
地
改
良
区                                                      

 

二 

認
可
年
月
日                                                         

 

    

令
和
四
年
八
月
二
十
二
日 
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〔
四
三
四
〕
林
業
種
苗
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
生
産
事
業
者
の
登
録
が
失
効
し
た
。 

 
 

令
和
四
年
八
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 

美
作
―
三 

登 
 

録 

番 
 

号 

寺
坂 

浩
二 

氏

名

又

は 

名

称 
生 

 
 

産 
 

 

事 
 
 

業 
 
 

者 

勝
田
郡
奈
義
町
高
円
四
一
七 

住 
 

 
 

 
 

 

所 

種
穂
の
採
取

幼
苗
の
育
成

幼
苗
以
外
の

苗
木
育
成 

生
産
事
業
の 

内

容 

寺
坂
浩
二
苗

畑
住
所
地
に

同
じ 

事

業

所

の 

名

称

及

び

所 

在 

地 
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〔
四
三
五
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
岡
山
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が

あ
っ
た
。 

 
 

令
和
四
年
八
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

 

  

岡
山
市
北
区
原
地
内 

測

量

区

域 

公
共
測
量
（
二
級
及
び
三
級
基
準
点
測

量
） 

測

量

の

種

類 

令
和
四
年
八
月
二
十
二
日
か
ら

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で 

測

量

期

間 
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〔
四
三
六
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
奈
義
町
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が

あ
っ
た
。 

 
 

令
和
四
年
八
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

 

 

  

奈
義
町
上
町
川
、
滝

本
、
荒
内
西
、
中
島

西
及
び
柿
地
内 

測

量

区

域 

公
共
測
量
（
道
路
台
帳
修
正
） 

測

量

の

種

類 

令
和
四
年
八
月
十
九
日
か
ら
令

和
五
年
一
月
四
日
ま
で 

測

量

期

間 
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〔
四
三
七
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。 

 
 

令
和
四
年
八
月
三
十
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 

一 

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

総
社
市
小
寺
字
小
山
東
二
五
一
―
八 

二 

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

倉
敷
市
中
島
九
二
六
―
三
Ｄ 

 

菅
野 

雄
介 

菅
野 

舞
子 

三 

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号 

 
 

令
和
四
年
六
月
二
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
八
三
号 

令和４年８月３０日　岡山県公報　第１２４２６号




